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（１）処分を行う場合 
      特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出された場合で、当該

事故に係る工場・事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときに処分を行う。 
 
（２）処分の内容、程度 
   その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずる。 
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１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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